
公 正 採 用 ・ 雇 用 促 進 会 議 

中学校・高等学校・他府県関係専門委員会 設置要綱 
 

1 委員会の目的 

  
 中学校・高等学校・他府県出身生徒の就職の機会均等を保障し公正な採用選考を推進する

ことにより、就職における同和問題をはじめとした人権問題の解決を図るとともに安定し

た雇用を促進するため、以下の事項について研究協議する。 

  
 (1) 

(2) 

(3) 

差別事象の事実調査と指導に関すること。 

公正な採用選考の啓発に関すること。 

就職関係書類等の取扱いに関すること。 

  
2 委員会の構成 

  
 (1) 委員会の構成員は、次の機関から推薦された代表者１名をもって、これにあたる。 

ただし、本委員会が取扱う課題に対し見識を有するものとして、別に大阪府商工労働

部雇用推進室労働環境課から推薦されたもの１名をもって、これにあたる。 

  
  大阪労働局職業安定部職業対策課 

大阪府府民文化部人権局 

大阪府商工労働部雇用推進室労働環境課 

大阪府教育庁教育振興室高等学校課 

大阪府教育庁市町村教育室小中学校課 

大阪府教育庁私学課 

大阪市教育委員会事務局指導部初等・中学校教育担当 

堺市教育委員会事務局学校教育部教育課程課 

大阪府公立中学校長会 

大阪府公立中学校長会進路第二委員会 

大阪私立中学校高等学校連合会 

大阪府専修学校各種学校連合会 

大阪府高等学校進路指導研究会 

大阪私立高等学校進路指導研究会 

大阪府立学校人権教育研究会 

大阪私立学校人権教育研究会 

大阪府人権教育研究協議会 

大阪市人権教育研究協議会 

一般財団法人 大阪府人権協会 

大阪企業人権協議会 

大阪同和・人権問題企業連絡会 

一般社団法人 公正採用人権啓発推進センター 

  
 (2) 必要な場合には、該当機関に臨時に委員の推薦を依頼することができる。 

3 委員会の開催 

  
 (1) 

(2) 

(3) 

委員会に座長を置く。座長は、構成員の互選による。 

委員会は年 2回開催し、座長が招集する。 

委員会の日常の業務は、座長が別に指名するものがあたる。 

  
4 その他 



  
 委員会の庶務は、大阪府教育庁教育振興室高等学校課において行う。 

  
  

  

 附 則 

  
 (実施期日) 

 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

この要綱は、平成 18年 4 月 1日から施行する。 

この要綱は、平成 21年 11月 1日から施行する。 

この要綱は、平成 24年 4 月 1日から施行する。 

この要綱は、平成 24年 10月 1日から施行する。 

この要綱は、平成 25年 4 月 1日から施行する。 

この要綱は、平成 28年 4 月 1日から施行する。 

この要綱は、令和 ２年 8 月 19日から施行する。 

この要綱は、令和 ４年 4 月１日から施行する。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


